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第８回大崎市立地適正化計画推進協議会 

１ 策定に係る全体工程と本年度の予定 

大崎市立地適正化計画は，平成 27 年度に都市構造等に係る調査を実施し，平成 28 年度に立地適正化

計画の方針や都市機能誘導区域，誘導施設等の設定を行いました。平成 29年度から居住誘導区域及び誘

導施策の検討等を行なっており，本年度は居住誘導区域の設定，誘導施策の検討を行い，立地適正化計

画の変更を行なう予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平

成

２７

年

度

現状分析 将来見通し

都市づくりの課題、計画の基本的方針第１回協議会

都市機能誘導区域、居住誘導区域の考え方第２回協議会

平

成

２８

年

度

都市機能誘導区域、誘導施設の検討第３回協議会

都市機能誘導区域、誘導施設の設定
施策の検討第４回協議会

地域懇談会、地域説明会、

パブリックコメント

立地適正化計画の策定
（都市機能誘導区域の設定）【３月公表】

平

成

２９

年

度

居住誘導区域の目的・ねらい、設定方法第５回協議会

居住誘導区域の設定方針(案)、誘導施策の例第６回協議会

第７回協議会 居住誘導区域の検討、誘導施策の検討

地域懇談会

平

成

３０

年

度

計画書変更（案）の策定

立地適正化計画の変更
（居住誘導区域の設定）【１月末公表，３月末施行】

住民説明会、

パブリックコメント

計画書（案）

送付・意見照会

（１２月）

居住誘導区域（案）、誘導施策（案）
第８回協議会

（１０月）
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２ 大崎市立地適正化計画における居住誘導区域の目的 
 

（１）居住誘導区域とは 

都市計画運用指針において，居住誘導区域は以下のような区域であると示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 

また，都市計画運用指針において，居住誘導区域は以下のような区域に設定するものとして示されて

います。 

 

 

 

 

 

（２） 居住誘導区域の届出制度 

 

居住誘導区域を設定・公表すると，居住誘導区域外での一定規模以上の建築行為，開発行為に対して

届出義務が生じます。具体的には，下表に示すように，３戸以上の住宅の新築，開発行為が対象になり

ます。 

当制度の運用により，生活利便性の高い地域への緩やかな誘導を図り，都市拠点，地域生活拠点にお

けるコンパクトな市街地形成を目指します。 

※居住誘導区域内外において個人による一般的な建築行為に影響を及ぼすものではありません。 

 

【届出制度の概要】 

 居住誘導区域内 居住誘導区域外 

建
築
行
為 

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 不要 届出 

② 人の居住の用に供する建築物として条例で

定めたものを新築しようとする場合 
不要 届出 

③ 建築物を改築し，又は建築物の用途を変

更して住宅等（①，②）とする場合 
不要 届出 

開
発
行
為 

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 不要 届出 

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行

為で，その規模が 1,000 ㎡以上のもの 
不要 届出 

③ 住宅以外で，人の居住の用に供する建築

物として条例で定めたものの建築目的で行

う開発行為 

不要 届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省資料をもとに市都市計画課が作成  

建築行為 

開発行為 

【居住誘導区域】（都市計画運用指針） 

居住誘導区域は，人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することに

より，生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう，居住を誘導すべき区域である。

このため，居住誘導区域は，都市全体における人口や土地利用，交通や財政の現状及び将来の見

通しを勘案しつつ，居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し，地域における公共投資

や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきである。 

【居住誘導区域の設定】（都市計画運用指針） 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域  

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ，都市

の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域  

ウ 合併前の旧町村の中心部等，都市機能や居住が一定程度集積している区域 
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３ 居住誘導区域の設定（案） 

（１） 都市づくりの考え方と立地適正化計画の活用方針 

① 大崎市都市計画マスタープランにおける都市づくりの考え方 

大崎市都市計画マスタープランは，人口減少，少子高齢化の進展に対応した「持続可能な都市づく

り」を基本理念とし，「集約型市街地の形成」を都市づくりの重点テーマとして定めています。 

 
 
 
 

『省資源と環境に配慮した 集約型市街地の形成』 

 
各地域の商業・業務・医療・駅等の都市機能の集積が高い区域を中心に都市づくりを推進し，こ

れら都市機能と居住が集まった，子どもから高齢者まであらゆる世代が安全に安心して「歩いて暮

らせる定住環境」の整備を図ることにより，都市の低炭素化，都市のインフラ整備費や維持管理費

が削減され，エネルギー消費の少ない環境負荷の小さい都市構造を実現します。 

また，同時に各地域の特性を活かし，市街地中心部のにぎわいや魅力を高める「街なかルネサン

スおおさき」を進めて行きます。 

 

【大崎市都市計画マスタープラン 将来都市構造図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

② 「集約型市街地の形成」を実現するための立地適正化計画の活用方針 

大崎市都市計画マスタープランの目指す『集約型市街地の形成』に向けた取組みのうち，立地適正

化計画による施策を効果的に実施するために活用方針を明確にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都市づくりの重点テーマ】 

【立地適正化計画の活用方針】 

○立地適正化計画における都市機能誘導区域等の設定により，子育て世帯や

若者を都市中心部に呼び込むために必要な施設を誘導し，“中心市街地のに

ぎわいや魅力を高める”ことを目指します。 

○立地適正化計画における居住誘導区域等の設定により居住を誘導し，市街地

中心部とその周辺の人口密度を維持することで，一定の範囲に居住やインフ

ラ，都市機能が集約した“「歩いて暮らせる定住環境」の整備”を目指します。 

【大崎市都市計画マスタープランに定める取組み】 

○市街地中心部のにぎわいや魅力を高める 

○「歩いて暮らせる定住環境」の整備を図る 

【都市づくりの重点テーマ】 

『省資源と環境に配慮した 集約型市街地の形成』 
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（２） 都市の課題と立地適正化計画の対応方針 

以下に示す都市の見通しを踏まえると，今後の都市が抱える課題として財政，経済，安全安心，生

活環境の課題が整理されます。立地適正化計画の活用により解決を図る課題を整理します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 立地適正化計画の基本方針 

大崎市立地適正化計画では，大崎市都市計画マスタープランの重点テーマである「集約型市街地の

形成」の実現と都市の課題である「都市中心部の経済」及び「市街地の生活環境」の解決に向けて，

『拠点＆コンパクトな市街地の形成』及び『地域拠点＆集落中心の形成』並びにこれらを結ぶ『公共

交通ネットワーク』の形成を目指します。都市中心部に子育て世帯や若者を対象とした高次都市機能

の集積により都市中心部のにぎわいを創出するとともに，都市・地域中心部とその周辺への居住の誘

導により快適で持続可能な集約市街地の形成を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【都市の課題】 

【都市の見通し】 

都市中心部の空き店舗の増加 

都市中心部の急激な人口減少 

人口密度の低下の見通し 

長期的な人口減少の見通し 既成市街地の高齢者の増加 

集落部での過疎の進行 

財    政 

○全市的・長期的な人口減少に伴い市歳入が減少し 

継続的な公共サービスの提供が困難に 

○高齢者の増加に伴い介護福祉需要が増大し 

限られた予算での福祉対応が困難に 

経    済 

○都市中心部で急激に人口が減少し 

都市の中心的機能の維持が困難に 

○都市中心部の空き店舗の増加により 

中心部のにぎわいと資産価値が低下 

生活環境 

○市街地の人口密度の低下に伴い 

生活を支えるサービスの提供が困難に 

市街地でのコミュニティの衰退が懸念 

○集落部での過疎が進行し 

集落でのコミュニティの維持が困難に 

安全安心 

○市街地の空き家の増加により 

適切に管理されていない空き家が

増加 

【立地適正化計画の活用による対応方針】 

○立地適正化計画の活用により子育て世帯や若者を都市中心部に呼び込むことで，

「都市の中心的機能の維持」や「資産価値の低下」など“経済”に関する課題の解決を

図ります。 

○市街地中心部とその周辺に居住を誘導することで，「生活を支えるサービスの提供」

や「「コミュニティの衰退」など“生活環境”に関する課題の解決を図ります。 

【都市全体】 集約型市街地の形成 ～美しい田園都市づくり～ 

 
【都市計画区域内（立地適正化計画）】 

 
 

【都市計画区域外】 

 

 

+ 
公共交通ネットワーク 

ま
ち
づ
く
り
の
方
針 

ま
ち
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ 

【都市の課題】 【都市づくりの重点テーマ】 

 
省資源と環境に配慮した 

集約型市街地
の形成 

財 政 ○継続的な公共サービスの提供が困難に 
○限られた予算での福祉対応が困難に 

生活環境 ○生活を支えるサービスの提供が困難に 
○市街地でのコミュニティの衰退が懸念 

安全安心 ○適切に管理されていない空き家が増加 

経 済 ○都市の中心的機能の維持が困難に 
○中心部のにぎわいと資産価値が低下 

立
地
適
正
化
計
画
の
基
本
方
針 

『都市中心部の経済』 
○都市の中心的機能の維持が困難に 
○都市中心部のにぎわいの低下 
○都市中心部の資産価値が低下 
 

『都市・地域中心部の生活・サービス』 
○都市・地域中心部のにぎわいの低下 
○生活を支えるサービスの提供が困難に 
○地域コミュニティの衰退が懸念 

大崎市立地適正化計画のターゲット１ 大崎市立地適正化計画のターゲット２ 

『子育て世帯や若者を 
都市中心部に呼び込む』 

⇒地域経済の循環，雇用機会の増加 

⇒都市中心部の活力の再生 

⇒地価の維持，税収の増加 

『田園環境と調和した 
快適で持続的な集約市街地の形成』 

⇒生活サービスの維持・向上 

⇒良好な居住環境の創出 

⇒地域コミュニティの維持 

市街地の空き家の増加 
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（４） 立地適正化計画の基本方針とストーリー 

立地適正化計画を用い，都市中心部に子育て世帯や若者を対象とした高次都市機能の集積を図るこ

とで，にぎわいの創出を図っていきます。これにより，様々な企業・商業施設の誘致が行われ，投資

を呼び込むことができます。商業のチャンスは拡大され，地域での消費が増えれば，地域経済が向上

し税収も増加します。 

また，都市・地域中心部とその周辺に居住を誘導することで，快適で持続可能な集約市街地の形成

を図っていきます。都市・地域中心部に居住の誘導が進めば，空き家や空宅地が減少し，良好な居住

環境が創出されるとともに，地域活動等を担う人材が確保されやすくなり，地域コミュニティの維持

が容易となります。 

なお，田園地域での無秩序な開発が抑制されることで，美しい景観を形成している農地や森林の消

失を抑制することが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大崎市立地適正化計画におけるまちづくりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市中心部とその周辺における都市機能・居住の誘導のイメージ】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域中心部とその周辺における居住の誘導のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育て世帯や若者を対象とした高次都市機能を都市中心部に集積し 

『子育て世帯や若者を都市中心部に呼び込む』ことで 

都市中心部の施設利用者数の増加 

まちなかの通行者数の増加 

人があつまることで消費活動が増える 

空き店舗の減少 空宅地の減少 

地域経済の循環 

雇用機会の増加 

 

地価の維持 

税収の増加 

 

農地・森林の消失を抑制 

居久根景観の阻害要素の減少 

都市・地域地中心部とその周辺の居住が進む 田園地域の無秩序な開発が抑制 

生活利便施設や公共交

通の利用者の確保 

公共・生活サービスの 

維持・向上 

市街地の地域コミ

ュティの維持 

美しい田園・自然環境の 

維持・保全 

空き家・空宅地の減少 

良好な居住環境の 

創出 

地域活動等を担う

人材の確保 

にぎわいと活力に満ちた大崎市 

美しさと暮らしやすさを備えた大崎市 

○美しい田園環境・自然
環境の維持・保全 

○地域のにぎわい・活力の確保 
○地域の公共及び生活サービスの持続的な提供 

都市機能・居住を誘導した状態 現在の状態 

居住を一定のエリアに誘
導することにより・・・ 

居住を誘導した状態 現在の状態 

○美しい田園環境・自然
環境の維持・保全 

○都市のにぎわい・活力の創出 
○公共及び生活サービスの確保 

都市機能・居住を一定
のエリアに誘導することに

より・・・ 

○広域のサービス圏を持つ都市機能の誘導 
○地域経済の循環，雇用機会の拡大 
○地価の維持，税収の増加 

都市・地域中心部に居住を誘導し 

『田園環境と調和した快適で持続可能な集約市街地を形成』することで 
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（６） 大崎市の居住誘導区域の設定方針 

本市の居住誘導区域は，「田園環境と調和した快適で持続可能な集約型市街地の形成」をターゲットと

します。これは，都市中心部とその周辺や都市中心部への公共交通の利便性が高い区域，地域生活の中

心を形成する区域やそのような区域に比較的容易にアクセスすることができる区域に居住を誘導するこ

とで，公共及び生活サービスの維持・確保を図るものです。 

このような「大崎市の居住誘導区域の基本的な考え方」に基づき，居住誘導区域を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【STEP１，２における徒歩圏の基準】 

都市中心部及び地域中心部までの徒歩圏，駅及びバス停までの徒歩圏として，大崎市地域公共交通網形成

計画における徒歩圏である半径 500ｍを採用します。 

 基準値 考え方 

都市機能誘導区域

等，駅・バス停への

徒歩圏 

半径 ３００ｍ 徒歩 4～5 分の距離 

半径 ５００ｍ 高齢者の一般的な徒歩圏（市地域公共交通網形成計画における徒歩圏） 

半径 ８００ｍ 一般的な徒歩圏 

半径１０００ｍ 地域包括ケアシステムの日常生活圏 

 

＜居住誘導のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

都市拠点（古川） 地域生活拠点（三本木，岩出山，鹿島台） 

地域生活拠点（三本木，岩出山，鹿島台） 都市拠点（古川） 

①用途地域内で，都市機能と居住が集積

している都市中心部とその周辺の区域。 

②用途地域内で，都市中心部に公共交通

により比較的容易にアクセスすることがで

きる区域。 

①用途地域内で，都市機能と居住が集積

している地域中心部とその周辺の区

域。 

②用途地域内で，都市中心部に公共交

通により比較的容易にアクセスすること

ができる区域。 

①都市機能誘導区域又は市庁舎（本庁
舎）から半径５００ｍの範囲を抽出する。 

 

STEP１：用途地域内で，都市中心部又は地域中心部とその周辺の区域 

②-１ 
鉄道駅及び都市機能誘導区域への身近
なアクセス手段として運行する中心市
街地循環便のバス停から半径５００ｍ
の範囲を抽出する。 

②-２ 
都市機能誘導区域を経由する路線バ
スのバス停のうち，１日３０本以上が
停車するバス停から半径５００ｍの
範囲を抽出する。 

STEP２：用途地域内で，都市中心部に公共交通により比較的容易にアクセスすることができる区域 

大崎市の居住誘導区域の基本的な考え方 

大崎市の居住誘導区域のターゲット２ 
『田園環境と調和した快適で持続可能な集約市街地の形成』 

⇒生活サービスの維持・向上 

⇒良好な居住環境の創出 

⇒地域コミュニティの維持 

大崎市の居住誘導区域の設定方針 

①地域中心部（近隣商業地域，商業地
域）又は市庁舎（総合支所）から半径５
００ｍの範囲を抽出する。 

 

②-１ 
都市中心部へアクセスする鉄道駅か
ら半径５００ｍの範囲を抽出する。 
 

②-２ 
地域中心部（近隣商業地域，商業地
域）を経由する路線バスのバス停の
うち，１日３０本以上が停車するバ
ス停から半径５００ｍの範囲を抽出
する。 

〇都市計画運用指針に基づき，居住誘導区域に含めない区域及び市街地の現状等を踏まえ
居住誘導区域に含めない区域を抽出する。 

STEP３：STEP1＋STEP２の範囲の中で，大崎市の居住誘導区域に含めない区域 

大崎市の居住誘導区域の設定 
〇STEP1，STEP２，STEP3 で抽出した各区域より検討した範囲を基に，地形地物や用途地域界を

基本に居住誘導区域を設定する。なお，道路を基本として区域界を設定する場合は，道路端か
ら２０ｍの範囲を居住誘導区域として設定する。（道路端から20ｍの範囲に土砂災害危険区域等
が指定されている場合は，居住誘導区域は設定しない。） 

居住誘導区域の範囲 ＳＴＥＰ１ ＳＴＥP２ ＝ ＋ ＳＴＥP３ － 

①地域中心部とその周辺
への居住誘導 

①都市中心部とその周辺
への居住誘導 

②都市中心部へのアクセス性の
高い鉄道駅周辺への居住誘導 
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  【都市計画運用指針に基づき居住誘導区域に含めない区域】 

① 居住誘導区域に含まないこととされている区域（該当なし） 

② 原則として，居住誘導区域に含まないこととすべきであるとされている区域 
（土砂災害特別警戒区域，急傾斜地崩壊危険区域） 
③ 居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は，原則として，居住誘導区域に含まないことと

すべきとされている区域 
（土砂災害警戒区域） 
④ 居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましいとされている区域 
（工業専用地域，特別用途地区） 
 

【市街地の現状等を踏まえ，居住誘導区域に含めない区域】 

①工業地域と国道４号，国道４７号沿道における沿道型の準工業地域（街区を基本に地形地物で指定され

た区域は全て対象とするが，適切な街区がみられない場合は都市計画道路端から５０ｍの範囲とする。）  

― A 
②一定以上の山林がまとまって存在している区域 ― B 
③市街地の分断要素である国管理の河川及び４車線の道路として都市計画決定されている国道で分断され

た区域のうち，都市中心部，地域中心部又は鉄道駅を含まない区域 ― C 
 

大崎市の居住誘導区域に含めない区域（案） 

① 水防法第１４条第１項に規定する洪水浸水想定区域，内水による床上・床下浸水被害実績のある区域 
 
洪水浸水想定区域の状況をみると，想定浸水深の差はありながらも，各地域の用途地域の大半が想定浸水

区域に含まれている状況にあります。居住誘導区域は，この想定浸水区域に配慮する必要がありますが，

突発的に発生する土砂災害に比べ，河川の氾濫や浸水などの水害は，気象予報や河川水位の観測データな

どからある程度の予測が可能であり，これまで本市が行ってきた洪水ハザードマップの作成や防災行政無

線，メール配信サービス実施による事前の避難対策により被害軽減が可能であることから洪水浸水想定区

域も居住誘導区域に含めることとします。 
 
ただし，その中でも計画降雨規模の想定浸水深が 3 メートルを超える箇所や，過去，内水により頻繁に

冠水している箇所等については，住宅建設に際し十分な浸水対策の指導徹底を図るものとし，既存住宅の

建て替え時には垂直避難が可能になる宅地のかさ上げや公共施設の整備に合わせた避難場所の整備・増設

等，総合的により安全性の高い居住区域となるよう被害軽減に取り組むこととします。 
 
※各地域の浸水想定区域等は P14～19 に掲載 

 

安全対策に配慮しつつ居住誘導区域に含める区域（案） 

前回からの検討による変更点 

【都市計画運用指針に基づき検討したもの】 

・洪水想定浸水区域 

 前回まで，計画降雨規模における想定浸水深３ｍ以上の区域を含まないことで検討していたが，詳細

なデータの確認により対象区域が点在することから，安全対策に配慮しつつ居住誘導区域に含めるこ

ととした。 

 

【市街地の現状を踏まえ検討したもの】 

・一定規模以上の農地 

 前回，１ｈaを超える農地について，含めない区域の検討対象としていたが，現在も小規模な民間開発

が進められていることを踏まえ，居住誘導区域に含め居住の受け皿として利活用を図ることとした。 

・市街地分断要素 

 前回，市街地の分断要素として，国管理の河川と国道 4 号を検討していたが，道路について，将来計

画を踏まえ 4車線の道路として都市計画決定されている国道に変更した。 
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（３） 居住誘導区域の検討対象範囲 

 STEP1，STEP２から設定される各地域の居住誘導区域検討対象範囲は以下のとおりです。 

 

①古川地域  

（考慮した駅，バス停：古川駅，塚目駅，市街地循環便のバス停，1 日 30 本以上が停車するバス停） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

②三本木地域  

 （考慮した駅，バス停：なし） 
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③岩出山地域 

（考慮した駅，バス停：岩出山駅，有備館駅） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④鹿島台地域（用途地域無指定のため参考図） 

（考慮した駅，バス停：鹿島台駅，1 日 30 本以上が停車するバス停） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○鹿島台地域は現在，用途地域未指定の都市計画区域が指定されていますが，各誘導区域の指定のためには用途

地域の指定により土地利用のルールを定めることが望ましいと判断されます。 

○鹿島台地域は，用途地域の指定を検討するとともに，地域のあり方について，今後，地域の方々と検討を深め，必要

に応じて居住誘導区域の設定を検討していきます。 
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■参考：鳴子温泉，松山，田尻の都市づくりの方針 

 
■ 鳴子温泉地域 

○鳴子温泉地域の市街地を形成している範囲をみると，土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等が各所に指定

されており，安全性に配慮した都市づくりを検討していく必要があります。 

○また，過疎地域自立促進計画による地域振興などで現機能の維持を図るとともに，温泉資源や自然を活かした魅力づ

くり，景観計画の策定を通じた景観づくりにより観光振興を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 松山地域，田尻地域 

○松山地域及び田尻地域は，地域のあり方について，今後，地域の方々と検討を深め，都市計画マスタープランや地方

創生総合戦略などを用い拠点形成を図ることを検討します。 

○また，景観計画の策定により，美しい田園景観や歴史を醸し出す集落景観の保全・創出を図っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松山地域 

田尻地域 
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（４） 居住誘導区域（案） 

 STEP１＋STEP２の区域（居住誘導区域検討対象範囲）と STEP３の区域（居住誘導区域に含めない区域）を踏まえ設定した居住誘導区域（案）は以下のとおりです。 

①古川地域 

  

 

面積 約１，００４ｈａ 

用途地域に対する割合 約６２．６％【 1,003.5ha / 1,603.1ha 】 

A 

A C 

C 

C 

C 

※内水による浸水非被害実績区域 

平成２７年９月関東・東北豪雨を基本とし，過去５年間の内水

による道路冠水かつ床上・床下浸水被害実績（２戸以上のり

災証明）のある区域 
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②三本木地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

C 

面積 約７３ｈａ 

用途地域に対する割合 約２８．５％【 73.3ha / 256.8ha 】 

C 

A 

A 
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③岩出山地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 

面積 約１２７ｈａ 

用途地域に対する割合 約４９．１％【 126.7ha / 258.0ha 】 

A C 

B 

A 
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（５） ＜参考＞想定浸水深及び内水実績区域 

参考として，国の想定最大規模降雨及び計画降雨規模における想定浸水深を示します。また，平成２７

年９月関東・東北豪雨等，過去５年間（平成 25 年度～29 年度）の内水による道路冠水かつ複数の床上・

床下浸水被害実績の区域を示します。 

 

①古川地域（計画降雨規模における想定浸水深【国作成】， 

内水による道路冠水かつ複数の床上・床下浸水被害実績） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 296mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 312mm】の重ね図 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

②古川地域（計画降雨規模における想定浸水深【県作成】， 

内水による道路冠水かつ複数の床上・床下浸水被害実績） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 296.0mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 311.0mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 48時間総雨量 265.9mm 

渋井川流域の 48時間総雨量 265.9mm】の重ね図 
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③古川地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【国作成】 

内水による道路冠水かつ複数の床上・床下浸水被害実績） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 634mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 563mm】の重ね図 

 
 

 
 
 
 

④古川地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【県作成】 

内水による道路冠水かつ複数の床上・床下浸水被害実績） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 632.7mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 679.4mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 24時間総雨量 345.5mm 

渋井川流域の 24時間総雨量 377.0mm】の重ね図 
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⑤三本木地域（計画降雨規模における想定浸水深【国作成】） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 296mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 312mm】の重ね図 

 

 
 
 
 

⑥三本木地域（計画降雨規模における想定浸水深【県作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 296.0mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 311.0mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 48時間総雨量 265.9mm 

渋井川流域の 48時間総雨量 265.9mm】の重ね図 
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⑦三本木地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【国作成】） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 634mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 563mm】の重ね図 

 

 
 
 

⑧三本木地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【県作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 632.7mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 679.4mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 24時間総雨量 345.5mm 

渋井川流域の 24時間総雨量 377.0mm】の重ね図 
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⑨岩出山地域（計画降雨規模における想定浸水深【国作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 296mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 312mm】の重ね図 

 
 
 

 
 
 

⑩岩出山地域（計画降雨規模における想定浸水深【県作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 296.0mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 311.0mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（計画降雨規模） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 48時間総雨量 265.9mm 

渋井川流域の 48時間総雨量 265.9mm】の重ね図 

 
 
 
  



19 

 
 
 

⑪岩出山地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【国作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，新江合川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 2日間総雨量 634mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 2日間総雨量 563mm】の重ね図 

 
 
 

 
 
 

⑫岩出山地域（想定最大規模降雨における想定浸水深【県作成】） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川水系江合川，田尻川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：江合川流域の 48時間総雨量 632.7mm 

田尻川流域の 24時間総雨量 679.4mm】及び 

鳴瀬川水系鳴瀬川，多田川，渋井川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

【前提となる降雨：鳴瀬川流域の 48時間総雨量 566.1mm 

多田川流域の 24時間総雨量 345.5mm 

渋井川流域の 24時間総雨量 377.0mm】の重ね図 
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４ 居住誘導区域における誘導施策の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■地域コミュニティの維持 

・居住誘導区域内の人口密度 
 →基 準 年 度：平成 30 年度  42.6 人／ｈa 

短期目標年度：平成 33 年度 42.6 人／ｈa（基準年度の維持） 
  目 標 年 度：平成 50 年度 42.6 人／ｈa（基準年度の維持） 

■公共・生活サービスの維持 

・市民バス全路線の年間利用者数 
 →基 準 年 度：平成 29 年度  １８６，５０２人 
  短期目標年度：平成 33 年度  １９２，０００人 

目 標 年 度 ：平成 50 年度  ２２０，０００人 

 

都市・地域中心部の生活・サービス 
 

○都市・地域中心部のにぎわいの低下 

都市中心部及び地域中心部の人口や来訪者の減少に伴いにぎ

わいが低下すると，中心部の活気・魅力の低下につながり，住

みたいと思う人や訪れる人が減少する悪循環に陥る可能性があ

ります。また，人口減少に伴い空き家や空き地の発生・増加が

懸念され，街の美観や安全性に影響を及ぼす可能性があります。 
 

○生活を支えるサービスの提供が困難に 

生活を支える身近な生活利便施設が立地する都市・地域中心

部やその周辺の人口が減少すると，一定の人口密度によって支

えられてきた生活利便施設の経営が困難になり，施設の撤退に

つながることが考えられます。 
 

○地域コミュニティの衰退が懸念 

市街地の人口減少により，地域コミュニティを支える人材の

確保が困難になる可能性があります。地域コミュニティが衰退

すると地域の活力が低下し，住みたいと思う人が減少し，さら

なる人口減少につながるおそれがあります。 
 
 
 
 
 

集約市街地の形成 
～美しい田園都市づくり～ 

 

【地域中心部とその周辺における居住の誘導のイメージ】 

現在の状態 

居住を誘導した状態 

『田園環境と調和した快適で持続可能

な集約型市街地の形成』 

居住誘導の実現に向けての施策（案） 解決を図る課題 まちづくりの方針（ターゲット） 

■安全・安心な居住環境の確保 

・河川等治水インフラの優先的整備【検討】 
・想定浸水深（計画規模降雨）が３メートルを超える箇所や，過去，内水により頻繁に

冠水している箇所等でのかさ上げへの助成，避難施設・場所の整備・増設等，より安

全性の高い居住区域にするための取り組み 
 １）宅地や基礎の嵩上げ，平屋から２階建てへの建て替えに対する助成【検討】 
 ２）避難所の整備【検討】 
・水路・河川・ポンプ場への流出抑制効果や内水被害軽減に寄与する市街地周辺の田ん

ぼダムへの助成【検討】 

■快適な居住環境の確保 
・生活道路や下水道等の快適性に資するインフラの優先的整備 
・緊急車両の通行が困難な居住誘導区域内の狭隘道路について，区画道路網整備制度の

拡充【検討】 
・居住誘導区域において改築時，汚水排水設備整備費用の一部助成【検討】 
・居住誘導区域において今後策定する景観計画を用いた魅力的な住宅地の形成のための

助成等【検討】 

■交通・移動手段の確保 

・都市中心部と地域中心部の拠点を結ぶ市民バス，ＪＲ，地域内交通等の乗り継ぎ強化

【検討】 
・通院，通学，買い物等，利用者ニーズに見合った運行ルート・ダイヤ調整等【検討】 
・公共交通の利便性向上を含めモビリティの確保【検討】 
 

■移住・定住の促進（転入促進・転出抑制）に向けた空き家・空き地の適切な管理，有効

活用の促進 

・空き家の流動化と利活用の促進 
 １）空き家バンクの活用 
 ２）民間による流動化の促進 
３）利活用のための支援 

・空き家・空き地といった低未利用地の利活用を促進する「低未利用土地権利設定等促

進計画」の作成と，「立地誘導促進施設協定」の活用【検討】 

・地域の特性を生かした移住，定住への支援の継続及び拡充【検討】 
 

期待される効果【数値目標（案）】 

参考：各地域の居住誘導区域内の人口密度（平成 27 年国勢調査） 
古川 44.7 人/ha，三本木 36.2 人/ha，岩出山 30.1 人/ha 

上記課題に対応するため・・・ 
○都市・地域中心部やその周辺等への移住・定住を促進

するとともに，居住の受け皿として空き家・空き地の

活用促進を図る必要があります。 
○市民が快適に安心して住み続けられるよう，浸水被害

の低減や交通環境の改善，公共交通の充実等を図る必

要があります。 


